
 

暴風警報等発令時について 

 

 

○「名古屋市」（または「愛知県西部」「尾張東部」）に 

「暴風警報」または「特別警報」が発令された場合 

 

○若宮商業高校を含む学区（「南天白中学区」または「野並小学区」）に 

「避難勧告」または「避難指示」の指示が発令された場合 

 

 

１．午前６時までに，警報等が解除されないときは午前の授業は中止する。 

生徒は自宅で待機し気象情報に注意する。 

 

２．午前６時から午前１１時までに，警報等が解除されたときは午後の授業

を行う。 

 

３．午前１１時を過ぎても，警報等が解除されないときは午後の授業も 

中止する。 

 

（注）上記の区域に発令されていない場合でも、居住地域及び通学経路に発令

されているときは、当該生徒のみ上記に従って自宅待機をする。 


